
 

 

 

 

管理者ＩＤ：１企業毎につき１つ発行される「貿易登録されている企業の情報・署名者を管理する ID」 

管理者 ID、ユーザーID、サブ ID とそのパスワードを他人に利用させる行為は、システム利用規約の禁止行為に

該当します。同一企業内であっても ID・パスワードの貸し借りはできません。 

 管理者ＩＤ ユーザーＩＤ（署名者） サブＩＤ（署名者登録無） 

発行数 
貿易登録毎に１つ 署名者毎に１つ 

（発行数上限なし） 

発行元署名者につき１つ 

（発行数上限なし） 

発行・管理者 商工会議所 各企業の管理者ＩＤ 各企業のユーザーＩＤ 

確認方法 貿易登録証に記載 署名登録証に記載 作成元の署名者に確認 

用途 

・貿易登録内容変更 

・貿易登録更新 

・ユーザーＩＤ（署名者）の管

理（登録・変更・削除・署名登

録証発行・パスワード変更等） 

・証明書の発給申請 

・発給申請履歴の閲覧（他のユ

ーザーID の申請履歴の閲覧・修

正・申請も可能） 

・手数料支払、証明書印刷 

・サブＩＤの管理（登録・変更・

削除・パスワード変更等） 

・証明書の発給申請 

・自身の発給申請履歴の閲

覧（ユーザーID や他のサブ

ID の申請履歴の閲覧・修正

等は不可） 

・手数料支払、証明書印刷 

 

 

 

 ※和文会社名の変更の場合は、社名変更後の履歴事項全部証明書・印鑑証明（発行から 3ヶ月以内のもの）を 

  業態内容届・変更申請書と一緒にご提出ください。 

 ※代表者名の変更の場合は、履歴事項全部証明書・印鑑証明（発行から 3ヶ月以内のもの）、外国籍の方の場 

合は、在留カード（表裏両面）あるいはパスポート（氏名、在留資格、在留期限の記載があるもの）のフォ 

トコピーを業態内容届・変更申請書と一緒にご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「登録内容の変更」メニューをクリック。 

 

※連絡担当者情報の変更に関しては、 

 「連絡先等変更」メニューから 

変更してください。 

「連絡先等変更」からの変更は書類の 

 提出が不要ですが、「登録内容の変更」 

から変更しますと、書類提出等が必要 

になります。 

 

【貿易登録情報の変更・署名者の追加／変更／削除】 

欄の「変更」をクリック 

※貿易登録の更新は、有効期限の 30 日前より 

 可能です。 

 

貿易関係証明 管理者 ID 対象  オンライン発給 

貿易登録内容の変更・署名者の追加／変更／削除 

Ver.20230616 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更内容について、修正してください。 

 

 

※署名者の追加／変更／削除のみの場合は、 

 入力せず、「署名者確認に進む」をクリック 

してください。 

 

 

・署名者の追加 

 「署名者の追加」をクリック。 

 必要情報の入力をしてください。 

 

・署名情報の変更 

 「修正」をクリック。 

 修正可能箇所：役職・メールアドレス 

 

 ※氏名・署名（サインの形状）は変更できません。 

  変更されたい場合は、署名者の削除⇒署名者の追加で、登録のし直しをしてください。 

 

・署名者の削除 

 「削除」をクリック。 

 

※署名者の変更がない場合は、「必要書類の印刷に進む」 

 をクリックしてください。 

 

 

                                 

                                 

例）署名の追加の場合 

   ⇒ 署名届＋変更申請書 

  住所変更の場合、 

   ⇒ 業態内容届＋変更申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【業態内容届】            【署名届】             【変更申請書】 

  

 

社名変更・代表者氏名変更の場合は、 

代表者印・社印ともに押印してください。 

＋履歴事項全部証明書 

  印鑑証明書の典拠資料 

（3 ヶ月以内）が必要となります。 

 

上記以外（住所等その他登録情報の変

更、署名者情報変更／追加／削除につ

いては、原則、押印不要です。 

但し、押印に代わり、会社の手続き意思・

担当者を確認するため、登録会社名義

の名刺を 2枚頂戴します。(1枚はご返却

します) 

※名刺の提出ができない場合は、押印

が必須となります。 

提出が必要な書類は全て 

青メニューで有効化されます。 

必ず、全て印刷してください。 



【署名届】：追加  

 

 登録内容をご確認の上、署名をしてください。 

 

※証明届は必ず申請企業に所属する社員であることが必要 

 です。（代行会社や関係会社の社員は不可） 

 

※消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。 

 

※署名は必ず枠内に収まるようご記入ください。 

 

※署名は、黒いペン（推奨：1.0ｍｍ以上）・サインペン等で 

 はっきりご記入ください。 

 

※2023 年 4 月より、外国籍の署名者の在留カードの写しの 

提出は不要となりました。外国籍の署名者については、 

雇用者として各種法律（入管法 等）に基づく適切な管理 

をおこなってください。 

   

 

【署名届】：削除                      【署名届】：変更  

※書類に署名等は不要です。                 ※書類に署名等は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※署名の変更・追加・削除の場合だけであっても、「変更申請書」の提出が必要です。ご注意ください。 
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有効期限の 30 日前よりお手続きが可能です。 

 

「登録内容の変更／有効期限更新」メニュー 

 からお手続きをしてください。 

 

 

 

【必要書類】 

誓約書・業態内容届・署名届・その他（履歴事項全部証明書・印鑑証明等、詳細はＨＰ参照） 

                  ※貿易登録時に必要な書類が更新時も必要です。 

 

【署名届】 

署名届につきましては、登録者全員分が出力されますが、提出いただくのは、変更（修正／削除／追加）がある署

名者の方のみだけで、変更がない署名者分は提出不要です。 

 

 

貿易登録証／署名登録証の印刷 

【貿易登録証の印刷】 

 

管理者ＩＤに関するパスワードは、 

「＊＊＊＊＊＊＊」と表示されます。 

 

万が一、パスワードを紛失された場合は、 

パスワードの初期化・再発行が必要です。 

⇒登録会社の名刺２枚以上＋顔写真付きの個人 

の身分証をご持参の上、窓口でお問い合わせ 

ください。 

 

 

 

【ユーザーID（署名者）登録証の印刷】 

 

初回印刷時（PDF 生成時）のみパスワードが表示されます。印刷前に生成された PDF を誤って閉じない 

ようご注意ください。セキュリティ上、2 回目以降は、パスワードが「＊＊＊＊＊＊」と表示されます。 

万が一、初回印刷時の PDF を印刷前に閉じてし 

まった場合や署名者の方がパスワードを紛失し 

た場合は、管理者が「署名者管理」メニューから、 

「詳細」をクリックし、任意のパスワードに変更の 

上、署名者へお伝えください。 

※署名者のパスワードに関するお問い合わせは 

 商工会議所では承りません。 

 

貿易登録の更新 

https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/system/trade_registration_a/

